
無限定な政府判断に怒りと恐怖

自衛隊が解釈変更見越して研究

連合が「安保関連法案」閣議決定についての談話

「敵基地攻撃も憲法解釈上可能」首相答弁
「新３要件合致なら武力行使あり 」中谷防衛相
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月 日の戦争法特別委員会では、日本がどこからも攻撃されていないのに、自衛隊がアメリカ
の戦争に参加し、集団的自衛権を行使による敵基地攻撃が憲法解釈上も可能であること、新３要件
に合致し、攻撃する国の意志がどうであれ、当該国の場所、能力、状況などを含め、武力行使を総

合的に判断することを安倍首相も中谷防衛大臣も答弁しました。政府判断の無限定な拡大の可能性
は恐るべきものがあります。

また、日本共産党の穀田議員はこの問題で、安倍首相が「集団的自衛権行使としての敵基地攻撃
は想定していない」と弁明したのに対し、航空自衛隊が内部文書「航空自衛隊のドクトリン等に関
する調査研究」（ 年）で、「将来の憲法改正、集団的自衛権の解釈変更で敵基地攻撃を研究」し
ていたことを明らかにし、「こんなことは許されない。関係者の国会招致を」と追及しました。

２０１５年６月２日（火）
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連合は 月 日、「安全保障関連法案」が閣議決定されたことについて事務局長談話を発表しま
した。全文は下記のとおりです。
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安全保障関連法案の閣議決定に対する談話

日本労働組合総連合会

事務局長 神津 里季生

１． 年 月 日、政府は、武力攻撃事態法、周辺事態法、自衛隊法等改正 法案を一括した「平

和安全法制整備法案」と新規立法である国際平和支援法案（以下、安全保障関連法案）を閣議決定した。

昨年 月の「新しい安全保障法制整備のための基本方針」決定から法案策定までに 年近くもの月日が

あったにもかかわらず、国民への丁寧な説明や国民を巻き込んだ議論が後回しにされてきたことは極め

て遺憾である。

安全保障法制は、憲法及び国の基本政策に関わる重要課題であり、多くの国民がその内容と意味を理

解した上で、合意形成をはかりながら進めるべきものである。国会論戦で論点を明らかにし、オープン

かつ徹底的な議論を十分な時間をかけ行うことを強く求める。また、改正法案すべてを一括で審議する

ことは乱暴であり、それぞれ丁寧に審議することを求める。

２．安全保障関連法案では、 武力攻撃事態法改正案における「存立危機事態」という新たな概念の導

入、 周辺事 態法改正案における 「周辺」概念の撤廃 、 国連統括下以外の活 動への参加を可能とす

るＰＫＯ法の改正、 国際社会の平和・安定のために活動する他国軍へ支援を行う場合、これまで個々

の状況に応じて特別措置法で対応してきたものを恒久法化することなど、時の政府の判断にゆだねられ
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る範囲が広がり、自衛隊の活動が歯止めなく拡大していく懸念があり、容認できない。

３．一方、現実に想定される危機として、武力攻撃に至らない侵害への対処（いわゆるグレーゾーン問

題）があるが、安全保障関連法案には含まれず、電話閣議の導入など運用の改善に留まり、抜本的な体

制整備となっていない。

また、法改正に伴い、国民の生活や権利、企業、地方自治体、自衛隊員などにどんな影響があるのか、

国民の目線からの説明が欠けている。

４．国会では、日本を取り巻く情勢とそのもとでの安全保障の全体像について基本的な認識をきちんと

説明し、法改正の必要性について徹底的な議論を十分な時間をかけて行うとともに、政府は国民の疑問

に答えていく必要がある。

また、時の政権が便宜的、意図的に憲法解 釈を変更することは許され ない。立憲主義の視点からも、

安全保障関連法案の問題点を明らかにしていく必要がある。

５．連合は、国会における骨太な論議を通じ、今後政府が提出する安全保障関連法案の課題が国民目線

で明確になるよう働きかけていくとともに、組織内での議論を深め、国民的議論を喚起するよう取り組

む。

国会傍聴のご案内
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月 日（水）午後 衆議院「平和安全法制」特別委員会の設定がうわさされていますが、 日
時 分現在では不透明

月４日（木） 時～ 時 分 衆議院憲法審査会（立憲主義、改正の限界及び制定経緯、違憲

立法審査のあり方などについて参考人からの意見聴取・質疑─長谷部恭男
早稲田大学教授、小林節慶應義塾大学名誉教授、笹田栄司和早稲田大学教
授）


